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ジャーナリスト
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　　権―誰もが良いと思っているけれど｢そ
れって何｣と改まって聞かれたら誰もが
はっきり答えられない言葉です。
　そういう言葉が勝手にこうと決め付けら
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義｣を阻止した｢当たり前に暮らす｣人達の
記録です。危険な動きは終っていません。
　この本は｢普通の人が普通に暮らせる｣
社会を護るためにきっとお役にたちます。
是非読んでください。
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であります。
　恐怖の人権人民共和国の出現を絶対
に許してはなりません。

東京都日野市議会
議員

人権擁護法案に反
対する地方議員の
会

　　　渡辺  眞氏
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